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ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊（NTTドコモビジネスひかり電話サービス）【現改比較表】2026年２月６日現在 

～2026年２月28日 2026年３月１日～ 

(令和７年 10 月１日現在） 

▲ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊(NTT ドコモビジネスひかり電話サービス） 

目次（略） 

第１条～第 25 条（略） 

第 26 条 当社が提供する NTT ドコモビジネスひかり電話サービスの料金は、利用料金、通信

料及び手続きに関する料金とし、料金表第１表（料金）に定めるところによります。 

２ 当社が提供する NTT ドコモビジネスひかり電話サービスの工事に関する費用は、工事費

とし、料金表第２表（工事費）に定めるところによります。 

（注）本条第１項に規定する利用料金は、当社が提供する NTT ドコモビジネスひかり電話サ

ービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料及び

電話リレーサービス料を合算したものとします。 

第 27 条～第 41 条（略） 

別記（略） 

料金表 

通則１（略） 

２ 当社は、NTT ドコモビジネスひかり電話契約（メニュー１に係るものに限ります。）にお

いて、次の場合が生じたときを除いて、利用料金等（第１表第２（通信料）に規定する定額通

信料を含みます。）については、日割しません。 

(1) 料金月の初日以外の日に NTT ドコモビジネスひかり電話サービスの細目の変更により利

用料金等の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の利用料金は、その増加又

は減少のあった日から適用します。 

(2) 第 27 条（利用料金の支払義務）第２項第３号の表（２欄の規定を除きます。）の規定

（これに準ずる規定を含みます。）に該当するとき。 

(3) ５の規定に基づく起算日の変更があったとき。 

２の２ 当社は、NTT ドコモビジネスひかり電話契約（メニュー２及びメニュー３に係るもの

に限ります。）において、次の場合が生じたときは、利用料金のうち月額で定める料金（第１

表第２（通信料）に規定する定額通信料を含みます。）をその利用日数に応じて日割りしま

す。 

(1)  料金月の初日以外の日に NTT ドコモビジネスひかり電話サービスの提供の開始（付加

(令和８年３月１日現在） 

▲ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊(NTT ドコモビジネスひかり電話サービス） 

目次（略） 

第１条～第 25 条（略） 

第 26 条 当社が提供する NTT ドコモビジネスひかり電話サービスの料金は、利用料金、通信

料及び手続きに関する料金とし、料金表第１表（料金）に定めるところによります。 

２ 当社が提供する NTT ドコモビジネスひかり電話サービスの工事に関する費用は、工事費

とし、料金表第２表（工事費）に定めるところによります。 

（注）本条第１項に規定する利用料金は、当社が提供する NTT ドコモビジネスひかり電話サー

ビスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料、電話ユニバーサルサービス料、

電話リレーサービス料及びブロードバンドユニバーサルサービス料を合算したものとします。 

第 27 条～第 41 条（略） 

別記（略） 

料金表 

通則１（略） 

２ 当社は、NTT ドコモビジネスひかり電話契約（メニュー１に係るものに限ります。）にお

いて、次の場合が生じたときを除いて、利用料金等（第１表第２（通信料）に規定する定額通

信料を含みます。）については、日割しません。 

(1) 料金月の初日以外の日に NTT ドコモビジネスひかり電話サービスの細目の変更により利

用料金等の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の利用料金は、その増加又

は減少のあった日から適用します。 

(2) 第 27 条（利用料金の支払義務）第２項第３号の表（２欄の規定を除きます。）の規定（こ

れに準ずる規定を含みます。）に該当するとき。 

(3) ５の規定に基づく起算日の変更があったとき。 

２の２ 当社は、NTT ドコモビジネスひかり電話契約（メニュー２及びメニュー３に係るもの

に限ります。）において、次の場合が生じたときは、利用料金のうち月額で定める料金（第１

表第１（利用料金）に規定するブロードバンドユニバーサルサービス料を除きます。第１表第

２（通信料）に規定する定額通信料を含みます。）をその利用日数に応じて日割りします。 

(1)  料金月の初日以外の日に NTT ドコモビジネスひかり電話サービスの提供の開始（付加
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機能についてはその提供の開始）があったとき。 

(2)  料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。 

(3)  料金月の初日に NTT ドコモビジネスひかり電話サービスの提供の開始（付加機能につ

いてはその提供の開始）があり、その日にその契約の解除（付加機能についてはその廃止）が

あったとき。 

(4) 料金月の初日以外の日にチャネル数の変更その他付加機能の利用の態様の変更及び NTT

ドコモビジネスひかり電話サービスの細目の変更により利用料金等の額が増加又は減少したと

き。この場合、増加又は減少後の利用料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。 

(5) 第 27 条（利用料金の支払義務）第２項第３号の表（２欄の規定を除きます。）の規定

（これに準ずる規定を含みます。）に該当するとき。 

(6)  ５の規定に基づく起算日の変更があったとき。 

３ ２の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合、第 27 条

（利用料金の支払義務）第２項第３号の表の１欄に規定する料金の算定に当たっては、その日

数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。 

３の２ ２の規定による定額利用料等の日割のうち、料金表第１表(料金(附帯サービスの料金

を除きます。））第１（利用料金）２(料金額）の２－３(ユニバーサルサービス料）及び２－

４(電話リレーサービス料）に規定する料金の算出に当たっては、その料金を合算して適用し

ます。 

４～12（略） 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

第１ 利用料金 

１ 適用 

区別 内容 

(1) サービスの品目等に係る

料金の適用等 

（略） 

(2) 複数の付加機能を同時に

利用している場合の付加

機能使用料の減額の適用 

（略） 

(3) ユニバーサルサービス料

の適用 

２－３に規定するユニバーサルサービス料は、次表の左

欄に規定するサービス又は付加機能の提供を受けている

NTT ドコモビジネスひかり電話契約について、それぞれ

同表の右欄に規定する電気通信番号１番号ごとに適用し

ます。 

機能についてはその提供の開始）があったとき。 

(2)  料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。 

(3)  料金月の初日に NTT ドコモビジネスひかり電話サービスの提供の開始（付加機能につ

いてはその提供の開始）があり、その日にその契約の解除（付加機能についてはその廃止）が

あったとき。 

(4) 料金月の初日以外の日にチャネル数の変更その他付加機能の利用の態様の変更及び NTT

ドコモビジネスひかり電話サービスの細目の変更により利用料金等の額が増加又は減少したと

き。この場合、増加又は減少後の利用料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。 

(5) 第 27 条（利用料金の支払義務）第２項第３号の表（２欄の規定を除きます。）の規定（こ

れに準ずる規定を含みます。）に該当するとき。 

(6)  ５の規定に基づく起算日の変更があったとき。 

３ ２の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合、第 27 条（利

用料金の支払義務）第２項第３号の表の１欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計

算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。 

３の２ ２の規定による定額利用料等の日割のうち、料金表第１表(料金(附帯サービスの料金

を除きます。））第１（利用料金）２(料金額）の２－３(電話ユニバーサルサービス料）及び２

－４(電話リレーサービス料）に規定する料金の算出に当たっては、その料金を合算して適用し

ます。 

４～12（略） 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

第１ 利用料金 

１ 適用 

区別 内容 

(1) サービスの品目等に係る

料金の適用等 

（略） 

(2) 複数の付加機能を同時に

利用している場合の付加

機能使用料の減額の適用 

（略） 

(3) 電話ユニバーサルサービ

ス料の適用 

２－３に規定する電話ユニバーサルサービス料は、次表

の左欄に規定するサービス又は付加機能の提供を受けて

いる NTT ドコモビジネスひかり電話契約について、それ

ぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号１番号ごとに適

用します。 
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区分 電気通信番号 

NTT ドコモビジネスひか

り電話サービス 

契約者回線番号 

番号追加機能（マイナン

バー） 

追加番号 

着信課金機能 着信課金番号 
 

(4) 電話リレーサービス料の

適用 

（略） 

 

(5) NTT ドコモビジネスひか

り電話サービス（コース

２に係るものに限りま

す。）の付加サービスに

関する取扱い 

（略） 

(6) 削除 （略） 

２ 料金額 

２－１ 基本額（略） 

２－２ 付加機能使用料（略） 

２－３ ユニバーサルサービス料 

区分 単位 料金額（月額） 

ユニバーサルサービス料 １電気通信番号ごとに 基礎的電気通信役務支援機関がそ

の適用期間ごとに総務大臣に認可

を受けた番号単価と同額（基礎的

電気通信役務支援機関がその適用

期間ごとに総務大臣に認可を受け

た番号単価と同額に消費税相当額

を加算した額） 

備考 番号単価は、基礎的電気通信役務支援機関が別に定める期間ごとに算定し、ホームペ

ージ（https://www.tca.or.jp/universalservice/）で公表します。 

２－４ 電話リレーサービス料（略） 

区分 電気通信番号 

NTT ドコモビジネスひか

り電話サービス 

契約者回線番号 

番号追加機能（マイナン

バー） 

追加番号 

着信課金機能 着信課金番号 
 

(4) 電話リレーサービス料の

適用 

（略） 

(5) ブロードバンドユニバー

サルサービス料の適用 

２－５に規定するブロードバンドユニバーサルサービス

料は、特定加入者回線（コース２に係るものに限りま

す。）１回線ごとに適用します。 

(6) NTT ドコモビジネスひか

り電話サービス（コース

２に係るものに限りま

す。）の付加サービスに

関する取扱い 

（略） 

２ 料金額 

２－１ 基本額（略） 

２－２ 付加機能使用料（略） 

２－３ 電話ユニバーサルサービス料 

区分 単位 料金額（月額） 

電話ユニバーサルサービス

料 

１電気通信番号ごとに 基礎的電気通信役務支援機関がそ

の適用期間ごとに総務大臣に認可

を受けた番号単価と同額（基礎的

電気通信役務支援機関がその適用

期間ごとに総務大臣に認可を受け

た番号単価と同額に消費税相当額

を加算した額） 

備考 番号単価は、基礎的電気通信役務支援機関が別に定める期間ごとに算定し、ホームペ

ージ（https://www.tca.or.jp/universalservice/）で公表します。 

２－４ 電話リレーサービス料（略） 
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第２～第４（略） 

第２表～第３表（略） 

通信料別表（略） 

２－５ ブロードバンドユニバーサルサービス料 

区分 単位 料金額（月額） 

ブロードバンドユニバーサ

ルサービス料 

１の電気通信回線ごと

に 

基礎的電気通信役務支援機関がそ

の適用期間ごとに総務大臣に認可

を受けた回線単価と同額（基礎的

電気通信役務支援機関がその適用

期間ごとに総務大臣に認可を受け

た番号単価と同額に消費税相当額

を加算した額） 

備考 基礎的電気通信役務支援機関が総務大臣に認可を受けた回線単価及びその適用期間

は、当社のＷｅｂサイト（https://www.ntt.com/about-us/cs/univ.html）に掲載するも

のとします。 

 また、基礎的電気通信役務支援機関が総務大臣に認可を受けた回線単価が月額で定められ

ていない場合のブロードバンドユニバーサルサービス料の取扱いについても当該Ｗｅｂサイ

トに定めるところによります。 

第２～第４（略） 

第２表～第３表（略） 

通信料別表（略） 

 

 

 

 

▲IP通信網サービス契約約款 共通編 

附 則（令和８年２月３日 ＣＡＳ１サ第000400010005-01号） 

この改正規定は、令和８年３月１日から実施します。 

 




